
令和６年度 上半期開示ディスクロージャー 
 

Ⅰ 地域貢献に関する取り組み 

１．全般に関する事項  

当組合は、農業者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け

合い、お互いに発展していくこと）を共通の理念として運営される協同組織であり、地域農業

の活性化に資する地域金融機関です。 

当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまからお預かりした大切な財産である「貯金」を

源泉としており、資金を必要とする組合員の皆さまや、地方公共団体などにもご利用いただい

ております。 

当組合は、地域の一員として、農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向けて、事業活

動を展開しています。また、事業活動を通じて各種金融機能・サービス等を提供するだけでな

く、地域の協同組合として、農業や助け合いを通じた社会貢献に努めています。 

 

２．地域からの資金調達の状況  

地域の皆さまからお預かりした貯金の残高は、今年度８月末において 6,815 億 720 万円とな

っております。当組合では、県下ＪＡ統一商品のほか、年金受給者予約者向け等のオリジナル

商品の開発や各種キャンペーンを展開し、皆様からお預かりする貯金について、金利面や特典

によってご満足いただけるよう心掛けています。 

 

３．地域への資金供給の状況  

地域の皆さまへの貸出金の残高は、本年度８月末において 1,561 億 7,316 万円となっており

ます。内訳は、組合員等への資金供給 1,439 億 9,142 万円、地方公共団体等 73 億 2,859 万円、

その他 48億 5,314万円です。 

地域農業者等の資金ニーズに合わせ、農業施設の建設、農業機械等の購入資金に対応する農

業近代化資金などの制度融資や農業経営の安定を目的とした営農資金等、農業経営向上のため

幅広い資金対応を行っております。また、生活資金においては、インターネットで 24時間 365

日仮申込ができる各種ローンのほか、当組合独自要項による資金をご用意し、地域の皆さまの

生活の向上に貢献できるよう努めております。 

 

４．文化的・社会的貢献に関する事項  

地域文化とのかかわりとして、地域行事への参画、小学生等を対象とした食農教育、各種農

業関連イベントなどの開催等、農業を通じ地域との交流に取り組んでいます。また、フードド

ライブ活動や子ども食堂への支援など、行政と連携した取り組みも継続的に実施致します。 

今後も引き続き、地域の皆さまに貢献できるよう広報誌やホームページを通じた情報提供に

心掛けるとともに、支所・拠点を核とした地域貢献に取り組んでまいります。 

 

 



５．地域密着型金融の取組み  

(1) 農業者等の経営支援に関する取組方針 

  気候変動や労働力不足、価格変動などの問題を解決するため、営農部門や行政と連携し、金

融円滑化や経営者保証ガイドラインに基づいた地域密着型の経営支援を行っています。 

 

(2) 農業者等の経営支援に関する態勢整備 

  農産物の販売促進と様々な資金ニーズに対応するため、営農指導員と農業融資担当者を各所

に配置しています。さらに労働力の確保を目指して企業と連携し一日農業バイトの実証実験を

実施し、農業者の課題解決と所得向上を目指す態勢を整えています。 

 

(3) 農山漁村等地域活性化のための融資を始めとする支援 

 農村の活性化と農業の生産性向上に向け、営農部門と連携により訪問活動を行い、ニーズに

沿った資金提案や利子補給保証料助成プログラムを提供しています。加えて、各種補助金の活

用提案を通じて、農村や管内地域の活性化に取り組んでいます。 

 

(4) ライフサイクルに応じた担い手支援 

 新規参入者支援では、初期投資の融資や技術指導を提供し円滑なスタートをサポートし、事

業を拡大しようとする担い手には、営農部門と連携し設備投資や市場開拓に関する支援を行い、

後継者へは円滑な事業承継の支援をはじめ、それぞれのライフサイクルに応じた適切なサポー

トを行っています。 

 

(5) 経営の将来性を見極める融資手法を始め担い手に適した資金供給手法の取り組み 

 農林中央金庫と長野県信連のサポートプログラム「担い手コンサルティング」を導入し、担

い手のビジネスプランに基づき、成長性、収益性、市場分析、及び競争環境の評価を行い、経

営課題を抽出し、解決策の提供として担い手のニーズに応じた事業計画の策定支援や経営の安

定と成長のための資金を供給しています。 

 

(6) 農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域への貢献 

農業生産データの分析を通じて土壌改良や気候変動への対策を講じるほか、果樹加工品による新

市場開拓、観光資源の活用、地元産品のブランド化に取り組んでいます。また、JA の資産を有効に

活用し、組合員同士のコミュニティ活動を支援しています。 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 財務状況や事業に関する事項（記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております） 

 

１．農協法に基づく開示債権の状況及び 

金融再生法開示債権区分に基づく債権の保全状況（単体） 

                                                                    （単位：百万円） 

債 権 区 分 令和６年８月末 令和６年２月末 増  減 

破産更生債権およびこ

れらに準ずる債権 
457 401 56 

危 険 債 権 1,798 1,942 △144 

要 管 理 債 権 21 22 △1 

 三月以上延滞債権 ‐ ‐ ‐ 

 貸出条件緩和債権 21 22 △1 

正 常 債 権 153,980 145,888 8,092 

合  計 156,257 148,255 8,002 

 

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥ってい

る債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

   ２．危険債権 

債務者が経営破綻の状態には陥っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従

った債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権をいいます。 

   ３．要管理債権 

４．「三月以上延滞債権」と５．「貸出条件緩和債権」の合計額をいいます。 

   ４．三月以上延滞債権 

     元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金で、破産更

生債権およびこれらに準ずる債権および危険債権に該当しないものをいいます。 

   ５．貸出条件緩和債権 

     債務者の経営債権又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の

返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金で、破産更生債

権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び三月以上延滞債権に該当しないものをいいます。 

   ６ 正常債権 

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記に掲げる債権以外のも

のに区分される債権をいいます。 

 

２．単体自己資本比率（国内基準適用） 

令和６年８月末 令和６年２月末 

22.37％ 21.97％ 

（注） 単体自己資本比率は、新 BIS 規制（バーゼルⅢ）の基準に基づき算出しています。 

なお、８月末の単体自己資本比率の算出にあたっては、令和６年２月末のオペレーショ

ナル・リスク相当額を使用しております。 



３．主要勘定の状況 

                                    （単位：百万円） 

 令和６年８月末 令和６年２月末 令和５年８月末 

貯     金 681,507 677,936 681,376 

貸  出  金 156,173 148,171 143,396 

預     金 503,728 511,155 517,118 

有 価 証 券 35,315 33,821 32,352 

  

 

 

４．有価証券等時価情報 

                                   （単位:百万円） 

種  類 
令和６年８月末 令和６年２月末 

取得価格 時 価 評価損益 取得価格 時   価 評価損益 

満期保有目的 2,291 2,294 2 1,998 2,033 34 

そ   の  他 35,170 33,023 △2,147 33,699 31,822 △1,877 

合    計 37,462 35,317 △2,144 35,698 33,856 △1,842 

 

（注） １．令和６年８月末の有価証券の時価は８月末日における市場価格等に基づく時価として

います。 

２．取得価格は償却原価法適用後、減損処理前のものです。 

 

以上 


